
岡山県公安委員会認定路線

～令和２年１０月１日変更～

番号 路 線 区 間

１ 一般国道 ２号 岡山県の全域

２ 一般国道 ３０号 岡山県の全域

３ 一般国道 ５３号 岡山県の全域

４ 一般国道１７９号 岡山県の全域

５ 一般国道１８０号 岡山県の全域

６ 一般国道１８１号 岡山県の全域

７ 一般国道２５０号 岡山県の全域

８ 一般国道３１３号 岡山県の全域

９ 一般国道３７４号 岡山県の全域

１０ 一般国道４３０号 岡山県の全域

１１ 一般国道４８６号 岡山県の全域

１２ 県道岡山児島線 岡山県の全域

１３ 県道倉敷玉野線 岡山県の全域

１４ 県道岡山牛窓線 岡山県の全域

１５ 県 道 岡 山 港 線 岡山県の全域

『警備業法』及び『警備員等の検定等に関する規則』の規定により、警備業者は、都道府
県公安委員会が必要と認める路線（以下「認定路線」といいます。）において交通誘導警備
業務を行う場合は、その場所ごとに交通誘導警備業務１級又は２級の検定合格証明書の交付
を受けている警備員を一人以上配置することが義務付けられています。
岡山県公安委員会は、平成２７年岡山県公安委員会告示第２７号（同年１０月１日施行）
の認定路線を下記のとおり見直し、令和２年１０月１日に施行します。

警備業者の皆様は、交通誘導警備業務における検定合格警備員配置義務を遵守し、適正な

警備業務の実施に努めてください。

岡山県警察本部

令和２年３月３１日告示（岡山県公安委員会告示第３５号）

※令和２年１０月１日施行


